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 今、ご紹介頂きました防衛庁長官の額賀福

志郎であります。本当は７月５日にこの記者

会で講演をする予定でありましたけれども、

当日はテポドン発射でキャンセルを致しまし

て、まず皆様方にご理解を得たことにありが

たいと思っております。また私は、かつて産

経新聞で新聞記者を１０年やって、最後、政

治部記者も担当させて頂いておりましたので、

先輩の皆様方の前で講演ができることを大変

光栄に思っている次第でございます。 

 それではまず、３～４０分間話しをせよと

いうことでございますので、防衛庁長官とし

て最近様々な問題について携わってきました

ので、その問題についてお話しさせて頂きた

いと思います。直近の話しから申し上げます

と、一昨日、私はクウェートから帰って参り

まして、イラク派遣の陸上自衛隊部隊の最終

組みがクウェートに帰りました。これで延べ

５千５百人の陸上自衛隊員が、２年半に渡っ

てイラク・サマーワにおいて人道復興支援を

してきたわけでありますけれども、事実上終

結したわけでございます。昨日、第１段が日

本に帰りました。今月末までに全員が帰国す

ることであります。何よりもまず、全員が１

人の犠牲者もなく復興支援ができたことは報

道関係者の皆様方のご協力も得て、安全確保

ができたということ、新聞協会等とも協定を

結んでいろいろとご配慮頂いておりましたこ

とにお礼を申し上げる次第でございます。 

 今、我々がこのイラク問題に２年半携わっ

て参りましたが、昨年１１月に小泉総理から

防衛庁長官を拝命した時に、私は２つの命題

を総理から言われたわけであります。１つは

米軍再編をきちんとしてもらいたいと。これ

は日米同盟関係の軸であるということが１つ

でありました。それから、自衛隊の撤収につ

いてしっかりすることだということでござい

ました。ご存知のとおり、歴史の中でも撤収

作戦というのはなかなか難しいことでござい

ます。信長の北陸作戦で秀吉がしんがり役を

務めました。ナポレオンのロシアにおける撤

収作戦、それからガダルカナルの撤収作戦。

いずれにしても引き下がるということは敵に

後姿を見せるということですから、極めて大

事なことであるという認識でございました。

従って、陸上自衛隊をどういうふうに安全に

仕事をさせて、日本まで帰ってきてもらうか

ということは、これは朝から晩まで考え抜い

たことでございます。 

 まず１つは、２年半に渡って陸上自衛隊が

仕事をしてきたことは、ご存じのとおり、水

の供給でありました。５万数千トン、千２百

万人に対してきれいな水を供給した。これに

よって新生乳幼児の死亡率が２００２年と比

較して３分の１に激減をした。それからレン

トゲン、心電図など医療器具を持って行って、

医療施設の充実を図り、またその機械等の使

い方について懇切丁寧に指導したわけであり

ます。その他、道路、学校建設に全力投球し

てきて、結果的に相当、生活基盤、社会的な

インフラ整備がなされた。私が引き受けた時

には、そろそろ終わりに近づいているのでは

ないのかという思いも持ちましたし、一方で

イラク政府がいつでき上がっていくのか、そ

してまた、その象徴として治安の権限移譲が

具体的にどのように展開していくのか、そう

いうことを睨みながら撤収を考えたわけであ

ります。 

 一番最初に公式の場で言ったのは、５月１

日の「２＋２」で、私は、英豪軍を早くムサ

ンナー県サマーワ地区から撤収して、バスラ

の方に行きたいという意向を言っておりまし

たので、イラク政府のムサンナー県地域の権

限移譲がなされる事態になれば、日本も撤収

するタイミングではないのかというふうに考

えておりまして、「２＋２」の時に私は、権

限移譲とかイラク政府の対応によって英豪軍

と共に陸上自衛隊は撤収する考え方であると

言いました。その上でいろいろと準備をして

きたわけですけれども、丁度１０次支援群で

陸上自衛隊が一巡することでございますので、

この１０次群で撤収することができることは、

日本にとって都合の良いことでもあったわけ

であります。非常に我々の努力、英豪軍のム
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サンナー県における治安部隊に対する教育･

育成等も相まって、イラクの中では初めて権

限移譲がなされて、自衛隊では米英豪軍、イ

ラク政府も了承の内に陸上自衛隊の撤収がで

きることになったということでございます。

しかもなおかつ、イラク政府や地域住民、多

国籍軍の皆様方から自衛隊はよくやったと祝

福を受けながら撤収することができたことは

極めて喜ばしいことであると思っているとこ

ろであります。 

 航空自衛隊については、国連軍、多国籍軍

の要請もありますので、引き続き活動継続を

致すことにしております。これは人員・物資

等でございまして、表向きに言っております

のは、バグダットとか国連の拠点であります

エルビルについて、輸送の仕事を展開する考

え方であります。もちろん引き続いて安全確

保には万全を期して参りたいと思っておりま

す。人・物資を運ぶことでございますから、

１分１秒を争うことではないと思いますので

安全を十分確保して仕事をやりなさいという

ことを残った航空自衛隊の部隊には言ってき

たところであります。勿論、クウェート政府、

それから米英豪韓国等と緊密な連携を取って

情報収集を展開していかなければいけません。

特に自衛隊の場合は制限された中で仕事して

いるものですから、どうしてもそういう情報

収集とか地域との融合の中で安全を確保しな

がら仕事をしてきたということであります。

日本の場合は、そういうことが自衛隊は慣れ

ていたということも非常に巧を奏したと思っ

ております。 

 日本の国内における自衛隊の各部隊という

のは、戦後まもない頃、つい最近まで憲法違

反の税金泥棒と言われながら各部隊で仕事を

したわけですが、特に陸上自衛隊の皆さんと

いうのは、各地域において、地域の行政にど

うやって溶け込むか、地域の住民にどうやっ

て理解してもらうかということで、例えばお

祭の手伝いをするとか、地域の行事に参加を

していくだとか、農作業まで手伝って理解を

得る努力をしてきたとか、そういう経験がイ

ラクに行っても生かされて地域の皆さん方と

うまく融合した仕事が展開してきたのではな

いのかと思っております。 

 もう一つ最近のことは、いわゆるテポドン

のことでございます。これは、５月末から自

衛隊はアメリカとの連携プレーのもとで警戒

態勢に入ったわけです。日本海側、それから

太平洋側に展開してしっかりと情報収集に万

全を期したわけでございます。勿論、一方で

外務省、政府を上げてミサイル発射が行われ

ないように自粛要請をしてきたことは当然の

ことでございます。９８年のテポドンの騒ぎ

の時というのは、全て始めてのことでござい

ましたので、そういう意味では戸惑うことが

多々あったわけでございます。例えばイージ

ス艦等で情報を得たとしてもどういうふうに

判断をしたらいいのかということについて、

なかなか定型的な考え方もなかったし経験も

なかった。非常に、国民に対する発表だとか、

会見等が遅れた経緯があったと思っておりま

す。しかし、その当時から我々はきちんとい

ろんな情報を得たもの、情報の分析能力をど

うやって高めていくか努力をしてきておりま

した。従って、そういう意味では米国ときち

んと連携プレーが取れて逐一状況把握につい

ては格段の進歩があったと思っているところ

でございます。 

 いずれにしても５日未明から７発のスカッ

ド、ノドン、テポドンが撃たれたわけでござ

います。３発目がテポドンであるということ

でございます。これはまもなくテポドンは失

敗だったということがわかったわけですが、

私どもが注目したのはスカッド、ノドンがど

ういうところに着弾しているのか。一定の範

囲の中に着弾しているということは、注目し

なければならないというような思いで見てい

たわけでございます。今の状態は、自衛隊は

当時と同じ警戒態勢を敷いておりますけれど

も、発射前と発射後の状況を考えれば、発射

前の状況とは全然違った状況であると思って

おります。 
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 いずれにしても我々はこの問題について、

９８年以来、弾道ミサイル防衛について日米

共同研究をし、そして体制を整えつつあるわ

けですが、今の自衛隊の持っている能力では

弾道ミサイルを発射されたときに、これを迎

撃する力は一つもありません。ただ被害を受

けるだけでございます。当面、ミサイルを撃

たれた時に上空でこれを撃ち落とすイージス

艦のＳＭ－３ミサイルで迎撃するやり方と、

陸地に着弾する直前にＰＡＣ－３迎撃ミサイ

ルで打ち落とすという２つのシステムで迎撃

システムを整える形で今やっておりまして、

その陸上型のＰＡＣ－３について我が国は１

８年度末までに据え付ける。これをきっかけ

に全国に展開をしていきたいと思っているわ

けであります。昨日の時点でアメリカはその

同じＰＡＣ－３を嘉手納基地に備え付けると

いうことを言ってきまして、我々防衛庁も沖

縄県、各市町村の皆さん方にご理解を得るよ

うに努力をしているところであります。一方

でアメリカは、日本のイージス艦よりも一足

早く、横須賀のイージス艦にＳＭ－３の迎撃

ミサイルを備えた艦艇を８月にも備えるとい

う形になっているわけであります。今後も

我々は、日米関係で探知追尾レーダー網を整

備すると同時に、迎撃態勢についてできるだ

け早く、整備するように努力したいと思って

おります。 

 私が、あるテレビ会社で出演した時に質問

を受けまして、「では、ミサイル攻撃を受け

た時に、それは撃たれ放しで何の対応もでき

ないのか。」という質問があったものですか

ら、「今の時点では、何の対応もできません。」

と「では、どうするのですか。」ということ

を聞かれたものですから、かつて昭和３０年

代に鳩山内閣の時でございますけれども、我

が国は急迫不正の攻撃を受けたとき、しかも

なおかつ、それが精密誘導弾のように防ぎよ

うがないという時には、敵地攻撃をすること

によって国民を守っていくということが法理

論的に許されないということが憲法の主旨で

はないだろうというような解釈がなされてい

るわけであります。 

 憲法解釈上は、国民を守るために、武力攻

撃がなされている時は相手の基地を叩くこと

も許されるという解釈をしてきたわけであり

ますけれども、それは法理論の解釈であって、

現実的にそういう対応能力を自衛隊が持って

いるかというと、持っていることはありませ

ん。それは憲法９条にある、言ってみれば専

守防衛という国是によりまして攻撃する手段

は持たないということになっているからでご

ざいます。元々、憲法９条によって、国家と

国家の戦争はしないと、国際問題を解決する

のに武力行使はしないということでございま

すから、先制攻撃をすることはないというこ

とであります。しかも、一方で急迫不正の攻

撃をされた時、されっ放しでよいのかといっ

た時に、守る手段としてない場合は敵基地攻

撃を許されるのではないかというのが憲法の

解釈であると。そういうふうになっているか

ら、国民を守っていくためにどうしたらよい

のかということを国民の間で、特に与党の間

で議論したら如何ですかという話しを私は問

題提起として、したわけでございます。これ

がテポドン関係の防衛庁に関するこれまでの

経緯でございます。 

 勿論、日本の国としては、何の通告も警告

もなくミサイルの発射が許されるものではな

いわけでして、これは公海上の国際条約、あ

るいは海事機構による安全の確保等からいっ

ても、国際的な約束違反であるし、平壌宣言

にも違反しているし、６者協議の考え方にも

そぐわないものであるということから、強い

メッセージを発したということでございます。

そして、我々もこれを支持しているわけでご

ざいます。 

 ３つ目は米軍再編であります。これはもう

ご承知のとおり、平成８年に橋本総理とモン

デール会談で普天間の返還が約束されたわけ

でございますけれども、その後、今日までほ

とんど普天間の返還の作業というのは一歩も

進んでいなかったというのは実態なのでござ

います。そこで、私が自民党の安保会長の頃

でございましたけれども、このままでよいの
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かと、やはり普天間基地の全面返還というこ

とを成し遂げていくためにはどうしたらよい

のかと原点に返って考えてみたらどうだとい

うことで、これは民主党、公明党、自民党を

含めた安保調査団で米国へ行った時、ワシン

トンで今のラムズフェルド長官とかローレス

副次官に対しまして、問題提起をしました。

このままいったのでは普天間の問題は解決し

ない。考え方を変えようではないかと。 

 どういうふうに変えるのかということでし

たから、私は、普天間の機能というのは３つ

あると。１つは一朝有事の時にあの２７００

～２８００ｍの滑走路を戦闘機が使えるよう

にすることである。もう１つは、ヘリを長時

間飛ばすために給油機を使って、ヘリの行動

半径を長くするということである。もう１つ

はヘリの訓練機能を確保することである。こ

の３つの機能である。この３つの機能を持っ

たものを移転するとなかなか難しいので、こ

れを分散しようではないかという提案をした

わけです。 

 一つは、有事の際の滑走路は、日本で有事

法制ができているわけでありますから、日本

が戦争に巻き込まれているような状況であれ

ば、どこの飛行場でも、ある意味ではその飛

行場を使うことができるということだから、

あまり普天間の飛行場にとらわれる必要はな

いのではないかということ。もう１つは、給

油機についても、何も沖縄に居なくてもよい

のではないか。九州で直ぐ飛んでくればでき

るではないかということ。ヘリの基地は、ア

メリカがどうしても海兵隊と行動を共にする

ので同じところになければならないと、強く

譲らなかったために、これはどうしても沖縄

に造らざるを得ないということで、沖縄に造

ることにしようと。当初は、一朝有事の時の

滑走路の問題はそれで解決がついた。九州の

築城や新田原飛行場など、いろいろ考えたり

してよいではないか。それから、給油機基地

の問題についても、これも九州でどうだとい

うことになって、最終的には岩国に落ち着い

たわけでございますけれども本土で補うとい

うことになったわけです。そして、ヘリポー

ト基地について、いろいろと議論をしたわけ

でありますけれども、最終的には、キャンプ・

シュワブの米軍基地の中に陸上と海上と併用

した形で造るということで合意をしたわけで

ございます。海の上に造るとプロの反対に邪

魔されて、ほとんど環境調査もボーリング調

査もできなかったわけでありますから、今度

は実行しなければならないということで、米

軍基地の中で陸上を使う形で必ず工事ができ

るような考え方でキャンプ・シュワブの中に

候補地を探したということになっているわけ

であります。 

 地元の住民の皆様方にも、私も土日抜きで

地元の区長さん達とも話したし、市長さん達

とも話したし、国会中に私がどうしても沖縄

に行けない時に土日に沖縄の人達に来てもら

って、直談判をしたりしました。その結果、

名護市の皆さん方は、ヘリが住居の上を飛ば

ないようにしてくれと、それが最低条件だと

いうことでございましたので、いろいろとア

イデアを考えた結果、これは私が夜中にひら

めいたのでありますけれども、２本の滑走路

を作って、上空を飛ばないようにしようと。

技術的に可能かどうか、専門家にやらせたと

ころ、大丈夫だということなので、２本の滑

走路を作って、地元の了解を得たということ

でございます。沖縄県知事は、この基地の問

題とか安全保障の問題は、これは国の専管事

項である、だから我々がとやかく言うことで

はない。だけど地元の了解を取ってくれと、

同時に今後具体的にしていくためには、よく

誠実に県と地元と話し合うようにしてくれと。

ただ、１１月に沖縄知事選挙があるので、そ

れまでには我々現知事側の保守運営側が勝利

しなければならないので、そのためにもいろ

いろと我々は言うべきことは言いますという

感じで一定の合意を得て、普天間の全面返還

について、一応覚書きを作らせて頂いた。米

国もこれに了解をしたということで今日に至

っているわけであります。この後のことにつ

いては、各市町村長と今相談をしているとこ

ろであります。 
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 もう１つ、最大の懸案は沖縄の悲願であり

ましたけれども、米海兵隊を県外にというの

が沖縄県の皆さん方の強い要求でありました。

普天間基地の解決が見えたときにローレス副

次官が私に言ったのは、当初、７千人の海兵

隊をグアムに移転する考え方がある。後にこ

れは８千人になったわけでありますけれども、

それに家族９千人、１万７千人がグアムに移

転するということですから、これは我々にと

っても沖縄の負担軽減に繋がっていくことで

あるし、きちんと実現を図っていこうと考え

たわけであります。 

 しかし、これにはアメリカのペースでやっ

ていくと、１０年も２０年もかかる恐れがあ

るということで、沖縄県民の悲願である負担

を軽減するためには、移転費用について国民

の皆様方の税金を使わせてもらってでも、で

きるだけ早くこれを実現することがよいので

はないかということを小泉総理とも相談をし

て、できるだけ早く実現してやろうではない

かということで、費用の一部を負担すること

によって海兵隊の移転を実現しようというこ

とになったわけであります。なかなか最終的

にまとまりませんでしたのは、どういうふう

に費用の負担をするかということでございま

した。我々も国民の皆様方に説明をして理解

を得られるような金の使い方でなくてはなら

ないわけでございますから、これは非常に頭

を痛めたわけでございます。 

 まず、私どもが整理をしましたのは、海兵

隊８千人と家族９千人が移転できるようにす

るためには、海兵隊がグアムに行って住む住

居については理解をしてもらえるのではない

か。海兵隊の住居に必要な電力、水道につい

て協力してあげるのはよいのでないのか。海

兵隊の皆さん方が仕事をする庁舎のようなも

の、あるいは家族の子供達が遊ぶところ、そ

ういうところにどう協力ができるのか考えて

みようということで、いろいろと検討したと

いうことであります。アメリカは当初、全体

の経費の負担の、例えば１００とすると２

５％はアメリカが持つ、日本の要求でグアム

に移転するのだから７５％は日本で持てとい

うことでございましたから、そんなべら棒な

議論はないということで我々はアメリカと半

年間やりあったわけでございます。 

 その結果、どうしても事務レベルでまとま

りませんでしたから、私は、最終的には合意

されていないけれども、ワシントンに行って、

ラムズフェルド長官と直談判をしました。そ

の結果、結果的に総額１０２．７億ドルでご

ざいますけれども、真水で日本が上限２８億

ドル、それから住宅、水道、電気はローンで

やるということで、３２．９億ドルを負担す

ると。そしてアメリカは全部で４１億ドルの

真水、直接的な予算の負担であると。我々に

直接的な２８億ドルというのは上限ですから、

これは日本の事業社にやらせることによって、

その分コストダウン、負担が少なくなる。あ

るいはまた、ローンについては、いずれ返っ

てくることになるということで、今言ったよ

うな数字で合意をしたわけであります。最終

的にはラムズフェルド長官も私も、アメリカ

にとっても、日本にとっても日米同盟という

のはこの地域にとって不可欠であるという基

本的な認識がありましたから、それぞれ歩み

寄ったということだと思っております。３時

間１５分会談しましたが、その間３回休憩を

挟みました。破裂寸前のこともあったわけで

ございますけれども、お互いに日米同盟の重

要性を認識しながら最終的にはお互いに合意

したというのが経緯でございます。 

 これが一連の流れでございますけれども、

私は、例えば普天間の移転は、今後１０年ぐ

らいかかるのでありましょう。ですから、こ

の１０年の間にしっかりと日米合意されたこ

とは、実行に移さなければならないと思って

おります。今、概算要求で来年度予算の編成

がされておりますけれども、この米軍再編に

ついては、予算編成の過程で必要な措置は取

るという形で従来のＳＡＣＯのような形でこ

の米軍再編の実現を図っていきたいと思って

いるところであります。今、ＳＡＣＯの話し

をしましたけれども、橋本さん時代のＳＡＣ
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Ｏと今度の米軍再編がどう違うかということ

でございますけれども、ＳＡＣＯはご承知の

とおり米軍基地の７５％が沖縄に集中してお

ります。この沖縄に集中している米軍基地を

いかに整理、統合、縮小していくかというこ

とが、ＳＡＣＯの中身でございます。 

 米軍再編というのはキーワードが２つあっ

たわけです。１つは抑止力の維持と負担の軽

減ということでございます。抑止力の維持と

いうのは、世界の安全保障環境が最近激変を

していると、特にテロの問題が発生して以来、

いつどこで何が起こるか分からない状況、そ

れから大量破壊兵器の拡散、そういう事態に

どう対応していくかということについて、ア

メリカも米軍の再編が行なわれるし、我が国

も当然、具体的に北朝鮮のようなミサイル発

射等もあるので自衛隊の変革をしなければな

らないという状況にあったわけでございます。

そういう流れの中で我々は米軍との協力関係

を強めていくこと、それによって負担軽減を

させようということをしたわけであります。

例えば、海兵隊がグアムに移転をするけれど

も、それは恐らく輸送能力とか、あるいはま

た、近代兵器の発展とか、従来の抑止力がグ

アムに移転しても変わらないということ、そ

れからアメリカ自身もこのアジア・太平洋地

域、あるいはまた中東地域を睨んだ時の戦略

図の変化等から考えて日米の共通の思いがあ

ったというのが背景にあると思います。アメ

リカの再編に巻き込まれて日本がこれに乗っ

たわけではないので、日本自身も改革をしな

ければならないという流れの中で、米軍再編

と別途、自衛隊の変革を行なったということ

であります。 

 例えば、統合部門の強化もそうであります

し、アメリカとの情報の共有、共同訓練、運

用など、そういうことについては航空自衛隊

とアメリカの横田における第５空軍との連携、

それから陸上自衛隊においても座間における

司令部の連携等によって抑止力の維持を図ろ

うということがその背景にあるわけでござい

ます。勿論、そういう抑止力の維持と同時に

負担の軽減があるわけですが、横田の例えば

管制の我々に対する移管がございまして、民

間航空機が今度恐らく横田の上空を飛べるよ

うになっていくのでありますが、民間航空会

社の話しを聞きますと時間も短縮されるし、

油も短縮されるので百数十億のコストダウン

になるだろうと言われております。戦後６０

年経っても横田基地の管理権が米国にあるの

はおかしいじゃないかと、日本に返せと言っ

たのでありますけれども、これも話し合いを

していこうではないかと、やっとレールに乗

っていると。 

 それから、沖縄の嘉手納以南の土地も順調

に話しが進んでいけば、１５００ヘクタール

の土地が返還されてくるというように、着実

に負担の軽減も行なわれていくわけでありま

す。しかし、沖縄においては、グアム移転に

よって、あるいはまた土地の返還によって、

様々な新しい問題も起こるわけでございます。

それは、土地が返還されれば、今まで土地代

を貰っていた人達の収入はなくなるわけであ

ります。土地代９百億円が沖縄には支払われ

ておりました。恐らく、海兵隊８千人、家族

９千人がグアムに移転すると２千人の雇用に

響くだろうと言われております。従って、我々

政治家としては、そういう負担の軽減はよい

けれども、一方で新たに起こる問題について、

どういうふうに対応していくかということも

きちんとやっていかなければならないという

ことがあるわけでございます。 

 イラク、テポドン、それから米軍再編等に

ついて、話しをして参りましたけれども、特

に米軍再編については、９６年に日米共同安

保宣言をして以来、新たな戦略目標を掲げて

日米同盟が強化された中で、どういうふうに

このアジアの中でその安定というものを考え

ていくかということを問われていくことにな

るものと思っております。この他、防衛庁は

この８ヶ月間に、施設庁の不祥事の問題があ

りました。それから、ウィニー等の秘密漏え

い事件等もありました。更には防衛庁の省昇



8 

格の問題について、戦後初めて国会にこの法

案が提案されました。 

 私は、常識的にいうと、あと１ヶ月くらい

国会が延長されれば成立するのではないかと

いう期待感もあったのでありますが、全く延

長されなかったので次国会でこれは議論され

るものと思います。施設庁の問題については、

施設庁を解体して、防衛庁を再編致します。

基本的な考え方は、２度と不祥事を起こさな

いために監察体制を防衛庁・自衛隊全体に網

羅的に敷きます。監察の責任者は外部から人

を呼んでこようと思っております。同時に、

チェック体制をきちんと敷くようにする、透

明性を持つようにしていく。それから施設庁

の仕事は基地がある限り続いていくわけです

から、基地の施策と防衛政策がうまく噛み合

っていくように対応させていかなければなら

ないということ、そういうことをよく睨みな

がら、組織の再編を行っていきたいと思って

いるところでございます。 

 概略、最近８ヶ月の主な流れをお話させて

いただきました。後はご質問を受けたいと思

います。 

 

【質疑応答】 

Ｑ： 代表質問をいたします、クラブ企画委

員のＮＨＫの影山でございます。会場からお

寄せいただいた質問等を踏まえ、何点か私の

方からお伺いしたいのですが。最初は北朝鮮

のミサイル発射の関係なのですが、先程、長

官は「現状は、今回の発射が行われた前と全

然違った状況にある」とおっしゃいましたが、

これはどうなのでしょうか。そこまで確たる

情報があるかどうかわかりませんが、国連で、

一応中国も含めて一致した非難決議を出した

ということが奏功して、北朝鮮が活動のレベ

ルを落としたというふうな受け取り方ができ

るのかどうか。と申しますのは、テポドンは、

失敗の原因を究明するために再発射まで時間

がかかるだろうと言われていましたが、ノド

ンについては、やろうと思えば数時間以内に

発射できる態勢が継続しているというような

情報もありました。そこからさらにダウンし

ているとすれば、決議が何らかの影響を与え、

北朝鮮の活動のレベルが下がっているという

認識をお持ちなのかどうか。その辺はいかが

でしょうか。  

Ａ： なかなか難しい質問ですね。北朝鮮は、

何もコメントしていませんから。ただ、引き

続き訓練は続行するということを言っている

わけでございますので、我々はそれをどう受

け取るべきかということでございます。今の

時点で、警戒態勢を自衛隊としては解いてお

りません。しかし、先程言ったように、今の

段階で、テポドンの発射の準備が行われてい

るとは思っておりません。しかし、スカッド

やノドン・ミサイルの発射台は移動可能でご

ざいますから、これはいつ、どのようになる

かということは予測できません。だから、北

朝鮮が今後どうなるかということについては、

今の時点で我々は何とも言えないわけでござ

います。 

 ただ、この間の国連決議というのは、スト

レートな制裁決議ではないけれども、国際社

会が一致して北朝鮮に対し非難し、自粛を要

請したという意味に我々はとっておりますの

で、その意味で、またミサイル発射等を行な

えば、今度はさらに厳しい決議になっていく

ことは目に見えているわけですから、その意

味で北朝鮮がどう出てくるかということはよ

く見守っていかなければならないと思ってい

るところであります。ただ、北朝鮮側が今度

のミサイル発射についてどう受け止めている

かというのは、様々な見方があるわけであり

ます。我々は、テポドンは失敗したと言って

いるわけですが、ノドンやスカッド・ミサイ

ルは、彼らはどう見ているのか。成功したと

思っているかもしれないし。その辺は、彼ら

がコメントしていないわけですから、我々は

推測の域を出ないわけでありまして、確かな

ことはなかなか言うことができないというこ

とが実情です。 
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Ｑ： 会場からのご質問にもあるのですが、

先程、長官は、テポドンは失敗したとして、

むしろスカッドやノドンの精度がどのくらい

あるかに注目していたとおっしゃいました。

さらにスカッドは新型スカッドではないかと

いうことも言われているわけですが、その辺

を、日本側の評価といいますか、ノドン、ス

カッドの実力を現時点でどう評価され直して

いるのかということと、先程、ミサイル防衛

のお話がありましたが、完全に配備が終わる

のが、自衛隊の装備としては平成２３年くら

いだと言われていますが、完全に配備が終わ

った段階でも、現時点での米ミサイルの実力

評価を考えると、どこまで完全に撃ち落せる

可能性があるのかというあたりは、どうご覧

になっているのか。  

Ａ： これもまた非常に難しい問題ですが、

スカッド・ミサイルやノドン・ミサイル、特

にノドン・ミサイルは１，３００キロメート

ル前後ですから、日本を全てカバーしてしま

いますので、我々の直接的な脅威になるので、

そこに我々も注目せざるを得ないわけです。

確かに影山さんがおっしゃるように、スカッ

ド・ミサイルの能力向上を図ったのではない

かというような見方もあったのも事実ですが、

今、これは、我が国もそうだし、米国側もし

っかりと分析中でございますので、今の時点

で明確に、テポドン以外の６発のうち、これ

はこうで、あれはああだったということは言

えていないというのが実情であります。 

 それから、日本の防衛についてどうなのか

ということですが、湾岸戦争で実戦的にＰＡ

Ｃ－３が使われたことは事実でありますし、

アメリカの実験、訓練で９発のうち８発は成

功したと言われているわけであります。訓練

と実戦は、机上で成功したから実際はどうな

のかということは、議論はできるけれども、

予測できるものではないと思っております。

１００パーセント大丈夫だと断言できるもの

ではない。しかし、国民の皆様方に不安に思

われては困ります。日米の同盟関係で、自衛

隊は日本の国民と国家、領域、領海、領空の

安全を守るために万全を期しています。と同

時に、やはり日本に攻撃能力がない分は、日

米同盟関係の信頼関係で、アメリカの矛の役

割を果たす能力が一つ、日本を攻撃する抑止

力になってくる。その中で、日本の安全を守

っていかなければならない、守りきれるとい

うことを、私としては国民の皆様には申し上

げたいと思っています。従って、だからこそ、

日米同盟の信頼関係と協力関係を強めている

ということであると申し上げたいと思います。 

Ｑ： ただ、いずれにしても、日本も自前の

能力をそれなりに整備しなければならないと

いう声は、今回の出来事で強まっていると思

いますが、一応、防衛庁の計画では、５年後、

平成２３年度中に全体的な配備は終わると。

今年度、着手の部分は前倒しをされましたが、

２３年度にならないと、全体的な配備は終わ

らないと。この目標年度をさらに前倒しする

ことは不可能なのかどうかということと、も

しなかなか難しいとすれば、例えばメーカー

の製造能力といった技術的な問題とは別に、

予算の制約も含め、政治的な制約があるのか

どうか。その辺はどうでしょうか。 

Ａ： 今、私は、できるだけ早く整備できる

ように検討しろと事務レベルには指示したと

ころでございます。今、おっしゃるように、

生産段階でどういう限界があるのかとか、そ

ういうことについていろいろ今、研究してい

るところでございます。それからもちろん、

予算の問題もございます。しかし、防衛問題

というのは、財政だけに縛られて、防衛がち

ぐはぐになってしまってもいけないわけです

から、そこは我々も現実的にどのように対応

していくか。今、アメリカも今度沖縄にＰＡ

Ｃ－３、横須賀にイージス艦を配備してくる

のと同じように、日米の間の連携プレーをど

う強めていくかとか、ＢＭＤ防衛体制を強め

ていくために、お互いに前向きに、前倒し的

にどういうことが図れるかということを検討

したいと思っています。 
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Ｑ： その場合、日本の能力だけでは限界が

ある、だから日米同盟だということなのです

が、日本が配備するミサイル防衛システムと

アメリカが連携を図ってくるということが当

然、大事になってくるのでしょうが、そのた

めに米軍再編で言われている日米の一体化と

いうことになるのでしょうが、ただ、日米の

情報共有のレベルによっては、例えば集団的

自衛権の行使に抵触するのではないかとか、

あるいはミサイルそのものが発射されて、ア

メリカに向かうのか、日本に向かうのかわか

らないのではないか。その中でどういう行動

をとるのかによっては、集団的自衛権の行使

の問題に抵触するのではないかという議論が

あります。 

 長官がおっしゃるように、日米の一体化、

連携を強化する中で、この機会に集団的自衛

権の行使の問題について、もう少し制約を解

く方向で議論できれば、この問題に対する体

制の整備ができ易くなるという認識はござい

ませんか。 

Ａ： 現実的なことから申し上げますと、例

えば日本に発射されたミサイルを撃ち落すの

に、上空で撃ち落すイージス艦のＳＭ－３の

システムは、自国の防衛のために撃ち落すこ

とになります。それからＰＡＣ－３のシステ

ムは、地上に落ちる寸前に落とすわけですか

ら、集団的自衛権の問題でも何でもないこと

であります。それから、日本が得たいろいろ

な情報をアメリカに渡すことにより、アメリ

カがミサイルを撃ち落すという場合、一般的

に情報を提供したことが、すぐ集団的自衛権

の行使に結びつくとは私は思っておりません。

それは主権が違います。アメリカが日本から

得た情報で独自に考えて撃ち落すことであり

ます。それから、長距離のミサイルと短距離

のミサイルをどう識別するかということです

が、早期警戒情報のエンジンの推進、ブース

ターの段階で、長距離なのか、短距離なのか

判断されていくものと思います。そういう意

味で、今の時点において、弾道ミサイル防衛

で、集団的自衛権がどうのこうのということ

にはならないと私は思っております。 

 また、一体化がどんどん進んでいくという

ことですが、例えば今度イラクに我々も自衛

隊を派遣したわけですが、これはやはり自衛

隊は多国籍軍とは一線を画し、日本の主権の

下で、日本の法律に基づいた範囲内で行動す

るということです。主権国家は主権国家とし

て、きちんとその中で自衛隊をコントロール

できるということが、シビリアン・コントロ

ールの原則です。そこは、戦後６０年の歴史

について、国民の皆様も我々も自信を持って

考えていただいたらよいのではないかと思い

ます。 

Ｑ： 今、お話ありましたイラクの話ですが、

陸上自衛隊の部隊が皆様、無事に戻ってこら

れたのは大変良かったと思いますが、これか

らこの２年半にわたる活動の総括をどうする

のかということが大変重要な問題になってく

るかと思うのですが、一つ気になりますのは、

ある時期から日本の報道陣が現地に立ち入っ

て、現実を見ながら報道するということがで

きない状態が続いてきまして、実際、現地で

どんなことが起きていたのかということにつ

いて、実は我々はどこまで本当にわかってい

るのかというところがあると思うのです。 

 例えば一部の報道で、去年の６月にサマー

ワ市内で自衛隊の車列が遠隔装置のついた爆

弾で爆破されそうになった時に、自衛隊員が

実弾の装填までいったということがあったと

いう報道がありましたが、そういうことが本

当にあったのかどうかということも含めて、

今の段階ではまだなかなか言えないのかもし

れませんが、正確な総括をする意味でも、い

ろいろ迫撃弾の着弾等もありましたが、長官

自身、本当にひやりとされたことが実は何度

かあったのではないかという気がするのです

が、その辺いかがですか。 

Ａ： おっしゃるとおり、いろいろな迫撃砲

弾が宿営地に直接ではないことが多かったの

ですが、十数回あったと聞いております。十



11 

数回、個別について、私は全部検証している

わけではありませんが、今おっしゃるとおり、

総括的にこれからまとめていく場合、あるい

は反省材料、今後の教訓として活かしていく

ために、そういうことはきちんとしていく必

要があると思います。それはまた、いろいろ

な場面が起こった時にどういう対応をしたか

ということは、今後の海外での国際平和協力

活動を展開していく時に、やはりそういう教

訓、現場の体験が生きてくるわけであります

から、これは事実関係をしっかりと捉える必

要があると思いますし、分析する必要がある

と思っています。 

Ｑ： 例えば実際に実弾を装填する発射行為、

それこそ北朝鮮のミサイルではありませんが、

発射行為に着手したというようなことになる

かと思いますが、そういう状況に実際なった

ことはあったのでしょうか。 

Ａ： そこは、直接私は聞いていないので、

わかりません。 

Ｑ： こう申し上げますのは、先週、長官が

クウェートに行かれた時に、今後の課題とし

て、自衛隊派遣のための、いちいち特別措置

法で対応するのではなく、恒久法による対応

が必要だとおっしゃいまして、これはこれか

ら大変な議論になってくると思うのですが、

その際、今回こういう装備で行って、こうい

う体制で行って、無事活動が終わったのだか

ら、恒久法を考える時に、今回のような派遣

の仕方で良いじゃないかという議論も出てく

るかもしれませんが、一方で、恒久法を作る

に当たっては、例えば隊員の武器使用基準の

問題についても、国際基準に合わせて緩和し

なくてはいけないのではないかということが

あると思うのですが、長官自身としては、そ

ういうことまで踏み込んだ恒久法の議論を期

待されているのでしょうか。 

Ａ： 平和協力活動の中身です。今回のよう

な人道復興支援活動なのか、それとも治安的

な活動まで広げていくのか、そういう議論も

してもらわないとならない。それから、私は

学生時代にひとりで南米放浪をしたことがあ

りますが、政情が不安定でゲリラ等がいる時

に、やはり自分の身を守るということは非常

に大切です。概念的な考え方ではなくて、現

場で働く人達の身になって考えてあげないと

いけないと思うのです。それだけのことをさ

せないのであれば、行かせないことだと思い

ます。私も自衛隊を送り込んで、武器等に制

限をさせて行かせているわけですから、そう

すると仕事の中身も制限させなければならな

いし、情報の管理もそれだけ厳重にしなけれ

ばならない。部隊を安全にするためには、総

体的に、総合的に考えていかないと、なかな

か仕事もできなくなるし、安全も保たれない。

そういう議論をしっかりとしていかなければ

ならないと思います。今、内閣府で一般法に

ついて議論をしていますが、これは与党にお

いてもしっかりと議論していったら良いと思

います。 

 日本という国は、やはり戦後６０年、平和

に徹して、自由という理念に基づき国家運営

をしてきたわけですから、世界の中で我々は

経済的に余裕があるのなら、できるだけそう

いう活動をしていったら良いと思うし、また

世界でそういう地域、世界を作っていくこと

により、日本が安定した生活、国家運営がで

きるということになるわけです。我々はもう

ちょっといろいろな議論をして、できること

はやってあげようと。そして、今度の自衛隊

も、自衛隊は国民を守ると同時に、世界の平

和や地域の建設にも役立つ平和部隊であると

いうことを明らかにしたわけです。それから、

インドネシアにもスマトラにも行ったし、あ

るいは日本のような海洋国家であれば、海洋

の安定は何としても確保しなければならない。 

 そういうことをどのようにやっていくかと

いうことを、一般法を考えるという中で、我々

は国際的に考えたらよいのではないか。戦後

の歴史だけでなく、２千年の歴史を見ても、

日本という国は、閉じるべきか、開くべきか

といった時には、閉じるよりは開いた方が成

功したのだと思います。できることは世界の
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中でやっていったほうが良い、やっていくよ

うな形を作ってあげたら良いと、形態につい

てもそう思います。 

Ｑ： 会場からのご質問で、防衛政策というか役

所の人事の話なのですが、守屋事務次官の在任期

間が異例の４年目に入ると。長官の目からご覧に

なって、長期在任の弊害が見当たらないかどうか、

その辺はいかがでしょうか。 

Ａ： なかなか難しい質問でありますが、今、

防衛庁・自衛隊は、先程も言いましたように、

防衛庁・自衛隊の組織再編の考え方が示され

ました。これからこれをどう実行していくか

ということでございます。それから、米軍再

編を一定のレールに乗せました。しかし、こ

れをどう実行していくか、真価が問われます。

それから、イラクの問題についても、これか

ら、今言いましたように、航空自衛隊は存続

してイラクでの活動を継続します。それを引

き続き、今後、災害等いろいろなところで自

衛隊をどう活用していくかということがあり

ます。それから、もう一つは自衛隊の統合運

用です。まだ、半年も経っていない、これを

どうやって軌道に乗せていくか。陸は陸、海

は海、空は空で分散してやってきたものを、

効率的に統合して、どのように運用の妙味を

作り出していくか。防衛庁・自衛隊は、最も

大事な場面にあると思っています。 

 戦後６０年たっていますが、つい十数年前

までは、法律を１本も作っていません。この

１５年の間に３５本の法律を作りました。そ

れはガイドラインだとか国民保護法制、有事

法制だとか、そういう戦後の防衛庁・自衛隊

のあり方が新しく再スタートする、再出発す

るという時でございます。やはり人任せでな

く、自分の力で自ら考えて、自らの体験上で

知恵を出して、行動力を持っていかなければ

なりません。しかも国民の信頼の上に立って

いかなければならない。しかも国内だけでな

く、全ての問題が国際社会と係わり合いを持

った中で、防衛庁・自衛隊がこれから活動し

ていくわけです。 

 そういう中で、やはり守屋次官はそれなり

の存在感があったと思います。それは、物事

が起こったときに蓋をしないで、前向きに捉

えたからだと思います。それまでは、どちら

かと言うと、物事が起こった時に、あまり世

間的に問題にしないようにしようということ

で、蓋を被せたのが防衛庁の体質であった。

そうではなくてオープンにして、むしろ説得

しよう、説明しよう、そういう体質に今生ま

れ変わりつつあるわけでございます。私も人

事がありますけれども、しっかりとそういう

時代の要請に応じることができるように、ど

ういうふうにしたら良いかということを考え

たいというふうに思います。 

Ｑ： 最後に、答えにくい質問をもう一つ入

れさせていただきたいのですが、さっき食事

をしながら、今日は安全保障の話だけですか

らと釘をさされたのですが、せっかくお出で

いただいているので、総裁選挙の意欲はいか

がでしょうかと、あまりストレートに聞いて

も、多分ストレートな答えは返ってこないと

思いますので、少し聞き方を変えて、今、こ

こ数日間、福田さんが出ないのじゃないかと

いう中で、結局、安倍さんかなという流れが

できているような感じもするのですが、例え

ば、そういう中で、長官が属しておられる最

大派閥、平成研と言いますが、かつての最大

派閥ですが、どうなのでしょう。安倍体制を

前提に、ただし、安倍さんが側近とか若い人

たちばかり重用するのではなく、挙党体制、

全員が挙を組むのだったら、安倍支持もある

よという選択肢というのは無理でしょうか。 

Ａ： 先程来言っていますように、この８ヶ

月あまりというのは、仕事に没頭しておりま

したので、この政局について思いを致すこと

はほとんどなかったのですが、自民党総裁選

というのは、やはり国民の皆様方に、自民党

がどういうことを考えているのか、どういう

理念で動いているのか、そして、今後どうい

う政策展開が出ていき、どういう方向に日本

を持っていくのかということが、党を挙げて

議論されていくことですから、私は活性化さ
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れて、国民全体に関心を持ってもらって、自

民党の基盤が拡大していくことが望ましいの

だと思います。そういう意味では、まだ、具

体的に私がやると言った人は河野太郎さんぐ

らいだと聞いておりますから、これから、い

ろいろ続々と出てくるのではないでしょうか。 

Ｑ： ジャパン・タイムズの記者の吉田と申

します。長官の敵基地攻撃論が、安倍さんの

会見も含めてなのですが、アメリカ、韓国で

は完全に先制攻撃論ということで、細部が省

略されて報道されています。議論がそもそも

わかりにくい、テクニカルだという話と、今

の話とですと、攻撃された時にだけ、された

側に反撃をするという敵基地攻撃論と、石破

さんが言われた、例えば有名な燃料が注入さ

れてミサイルが立っている、攻撃が着手され

た段階でもう攻撃が始まっているのだから専

守防衛論だという議論がありまして、長官ご

自身もピストルに手が掛かった場合という話

を言われたと思うのですが、長官がこの議論

をされた時には、どこまで念頭に置かれてい

たのか。反撃された場合だったのか、いわゆ

る石破さんの言うような場合、一種の先制攻

撃論と捉えるかもしれないけれども、そうい

うことまで考えていらっしゃったのかという

のをお伺いしたいことが一つと、仮にそうい

う場合でも、今、テポドンが見えてアメリカ

に向いていましてアメリカ用のミサイル。ス

カッドとかノドンは日本には一番脅威かと思

うのですが、移動式で、ミサイルの状態を確

認するのは非常に難しいと思うので、実際的

に非常に難しい議論。アメリカに任すのが合

理的だという議論がありますけれども、この

二点、どこまで議論を考えたりして、実際的

にはどうなのかというのをお伺いしたい。 

 スカッドとノドンは移動式なので、ミサイ

ルが立って注入されて、攻撃が着手されてい

るのがわからないという、長官自身もさっき

おっしゃられたと思うのですが。そういう場

合、いわゆるテクニカルな敵基地攻撃論、先

に攻撃をするというのは成り立たないと私は

思うのですけれども、そこら辺、実際的にど

うなのか。アメリカに任せたらいいという議

論があると思うのですけれども、この二点を

お伺いしたいのですが。 

Ａ： まず、先程、日本の場合は先制攻撃論

というのがないということでございます。で

は、座して死を待つだけで良いのかというの

が、一方で憲法の趣旨ではないだろうと。そ

こで、議論がストップしているわけです。で

は、精密誘導兵器、ミサイルのような時に、

日本に向けられて、燃料も準備され、東京に

向かって撃つぞというようなことを公言され

ている。あるいは、それまでの外交的なやり

とりや、その周囲の環境等から考えて、日本

が攻撃されるに十分だという時に、どうする

のかということについて、こういうミサイル

発射事案があった後だけに、ちょっと与党で

議論してみたらどうですかという話を私はし

たわけでございます。 

 だから、現実的には、おそらく日本がどこ

かの国から撃たれる前に、準備をしていた、

どこを狙っていたのかわからない、いつ撃つ

のかわからないというときに、やはり先制攻

撃的に最初から狙ってやるということができ

るのか。それとも、やはり撃たれた後に、こ

れは大変だということでやるのかということ

について、その整理がされていないわけであ

ります。おそらく現実的には、今の段階では、

撃たれた後に撃ち返すことになるだろう。し

かし、撃ち返す手段を持っていないのが今の

時点である、今の現状である。だからよく考

えて欲しいねということでございます。２番

目のノドンについては、おっしゃるように移

動式でございますから、これは撃たれた時に、

その上空なり地上に入った時にこれを迎撃す

るしかないわけであります。 

Ｑ： 長官、どうも大変良いお話をありがと

うございました。元日本経済新聞社論説委員

の韮沢と申します。北朝鮮が今までは脅かし

と思っていたところが、本当に、テポドン、

ノドンを発射したと。これは、どういうふう
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にお考えになりますか。日本はどういうふう

に対応したらよろしいでしょうか。 

Ａ： これはずっと一連の経過を述べた中で

お話を申し上げました。例えば、政府部内に

おいて、こういう問題を議論する時に、安全

保障担当の私は、一番最悪の事態を考えるの

が私なのだと思います。あとは、政府部内で

これまでの経緯もあるし、外交的な舞台でど

のように上手く北と折衝していくのか、ある

いは国際社会の舞台でどのように枠組みを作

っていくのか、そういう仕事がどんどん展開

されていくことは当然なわけです。そういう

流れの中で、安全保障、防衛担当というのは、

やはりいつも口に出すわけではないけれども、

常に最悪の事態を頭の中に入れておく必要が

あるのが、私の仕事だと思っています。 

 ただ、日本の場合は、本当はもう少しいろ

いろなことで議論したら良いと思うのですが、

マスコミの皆様も議論を封じる機会があるの

です、レッテルを貼って。だから皆がいろい

ろな議論ができないで、口をつぐんでしまう

ことがあります、あの人はハト派だ、あの人

はタカ派だとか言って。そうではなく、もう

少しオープンに、ケース１、ケース２、ケー

ス３、いろいろなケースがあるわけですから、

そういう議論をしていく中で、国民の皆様に

も認識の度合いを深めてもらわないと、議論

していかないと。議論をしないでいくと、感

覚的に、急に現象が起こると、ぱっと感覚的

に、条件反射的に対応してしまい、合理性を

失ってしまうことがあるので、そこが心配で

す。もう少し平時にいろいろな議論をしてお

く必要があるという思いがいたします。 

Ｑ： ロサンゼルス・タイムスのジェームソ

ンです。全く話題になっていないのですが、

５月の「２＋２」のワシントンの記者会見で

長官がおっしゃったことですが、次に日米間

で作業すべきことは、２１世紀の前半にわた

るガイドラインを作ることだとおっしゃった

のです。まず２１世紀前半の５０年間は日米

安保条約が確実に存在し続けるということは

どういうことなのか。そして、ガイドライン

の中身はどういうことを考えていらっしゃる

のですか。 

Ａ： 先程もちょっと触れましたが、戦後、

いろいろなことがありましたが、日米という

のは、いざという時は、日本はきちんと自ら

の国益を主張してやってきたと思います。例

えば吉田さんは、朝鮮動乱が起こり、ダレス

が再軍備を再三にわたって要求してきたが突

っぱねて、やはり経済再建だと。その後、佐

藤さんは、やはりベトナム戦争をやっている

けれども、沖縄を返還してよということをき

ちんとやった。それから岸さんも、相対的、

双務的安保条約を結ぶわけにはいかないけれ

ども、そういう中にも、もうちょっと対等な

安保条約を結べるじゃないかというようなこ

とをやってのけてきた。橋本さんだって、普

天間の返還を要求して、その道を拓いて、私

がその仕上げをやるような形になったわけで

あります。そういうことだと思います。最近

は９６年、橋本さんが新安保宣言をした。そ

れは、９４年の北朝鮮の核開発の問題から、

日本は何もできなかったということで、こう

いうことで良いのかということでガイドライ

ンを作り、有事法制を作りという形になって

きたわけです。 

 しかし９６年で想定した日米安保条約、こ

のアジア地域、世界の状況は、テロもなかっ

たし、弾道ミサイルのようなことについての

想定もなかった。我々が想定していなかった

ことが、この十数年の間に次から次へと起こ

っているわけであります。そういう中で今度

の米軍再編が行われ、新しい戦略目標と日米

同盟の協力関係が作られたわけであります。

この協力関係を実行するのに、完成するのに

も十年かかるわけです。そういう中で、今後、

アジアにおける日米同盟関係がどういう意味

を持つのか。それは、共通の価値観を持って

いる。自由とか民主主義とか人権主義とか。

それはやはりアジアにおいても、ＡＳＥＡＮ

においても、韓国においても、中国において

もそういう方向付けがなされているわけです
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から、我々はそういう先鞭をつけて、アジア・

太平洋地域の安定装置として、あるいは自由

で民主主義的な存在としての我が国の立場、

あるいは日米同盟関係の共通の認識というも

のが位置付けられて良いのではないかと思い

ます。 

 しかし一方で、やはり私もどのように世の

中が変わっていくかわかりませんが、はっき

り言って、アメリカ超大国一国主義に世界が

リードされては堪らんという人たちがたくさ

んいるわけです。それはロシアだってそうだ

し、中国、インド、イランだってそうだし、

ＥＵだってそうかもしれない。そういう中で、

やはり我々はアジアの安定とシーレーンの安

定をどうやって図っていくのかということを

考えた時に、やはり軸は日米同盟ではないの

か。だから、日本は従来、いざという時はア

メリカに対し言うべきことはきちっと言って

きた。同じように日本の国益とこの地域の安

定のためには、しっかりとモノが言える日米

同盟関係を作るということが良いのではない

か。そういう意味で、２１世紀の前半、米軍

再編を実行するのさえ１０年もかかることだ

から、その後のことを当然考えながら、同盟

関係の存在があるだろう、それが軸なのだろ

うということであります。必要でないような

世界平和が出てくるのであれば、それはそれ

で良いと思います。 

防衛庁ＨＰから転載 

 

 


